
 

 

 

つくばスマートシティ協議会規約 

 

（令和元年６月２７日制定） 

（令和２年６月１７日改正） 

（令和３年２月１０日改正） 

（令和３年４月１日改正） 

（令和４年７月１５日改正） 

（令和５年３月１６日改正） 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この会は、つくばスマートシティ協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、各機関が協力・連携して、筑波研究学園都市の都市基盤と科学技術イノベーショ

ンに対する市民の高い理解をＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実装フィールドとし、つくば地域の課題解決

と都市機能の向上に資するため、デジタル・ロボティクス等最先端技術とこれに呼応する施策を連

携させて形成する「つくばスマートシティ」の実現を目指す。民間活力を活かし、研究学園都市に

集積する教育・研究機関の活動とも連動することで、つくばの競争力を高め、そこから新たな成長

産業を創出する好循環を生み出し、便利で快適な人中心の未来都市モデルを構築する。これにより

世界有数の筑波研究学園都市を擁するつくば市及び茨城県全体の持続的発展に寄与することを目的

とする。 

 

（所掌） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) スマートシティの構築に関すること 

(2) つくばスーパーサイエンスシティ構想の推進に関すること 

(3) その他協議会の目的を達成するために必要なこと 

 

（組織） 

第４条 協議会は、前条の事業に関して、多角的に方向性を検討するため、最高運営会議を設置する

ことができる。 

２ 協議会に理事会を設置する。 

３ 理事会は、必要に応じて分科会を設置することができる。 

４ 協議会は、必要に応じて外部識者等を参加させることができる。 

 

 

第２章 会員 

 

（会員） 

第５条 協議会の会員は、第２条の目的に賛同する企業、教育・研究機関、地方公共団体、その他の



 

団体とする。 

（入会） 

第６条 協議会に入会しようとする者は、様式第１号の入会申込書により会長に申し込まなければな

らない。 

２ 入会は会長の承認をもって成立するものとする。 

 

（年会費） 

第７条 会員は、年会費を納入する義務を負う。ただし、国、国立大学法人等（国立大学法人及び大

学共同利用機関法人をいう。）及び独立行政法人（国立研究開発法人を含む。）は、この限りでな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、年会費の額と同額以上の負担金を協議会に納入した

ときは、年会費を納入したものとみなす。 

３ 年会費の額は、３００，０００円とする。ただし、次の各号に掲げる会員の年会費の額は、１０

０，０００円とする。 

(1) 中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第２条に規定する中小企業者又は小規模企

業者 

(2) 法人税法（昭和四十年法律第二十八号）第２条第６号に規定する公益法人等 

(3) 法人税法第２条第７号に規定する協同組合等 

(4) 法人税法第２条第８号で規定する人格のない社団等 

(5) 法人税法第２条第９号に規定する普通法人(通算法人を除く。)のうち、各事業年度終了の時に

おいて資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないも

の 

４ 事業年度の中途に入会した当該事業年度の年会費は、年会費に入会承認があった日の属する月の

翌月から起算した月数を乗じ、１２で除して得た額とする。（端数がある場合は、十の位を四捨五

入した額とする。） 

５ 会員は、協議会が発行する請求書により、請求書に定められた日までに年会費を一括納入しなけ

ればならない。 

 

（任意退会） 

第８条 会員は、様式第２号の退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することが

できる。 

 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名するこ

とができる。 

(1) この規約及び第２５条第１項第２号に規定する規則その他の規程に違反したとき 

(2) 協議会の名誉を毀損し、又は協議会の目的に反する行為をしたとき 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき 

 

（会員資格の喪失） 

第１０条 前２条に定める事由のほか、会員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失す

る。 

(1) 第７条の年会費の支払い義務が６月以上履行されなかったとき 

(2) 当該会員が解散したとき 



 

第３章 会長及び参与 

 

（会長） 

第１１条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、つくば市長の職にある者をもって充てる。 

 

（会長の職務） 

第１２条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

 

（参与） 

第１３条 協議会に参与１名を置く。 

２ 参与は、筑波大学長の職にある者をもって充てる。 

 

（参与の職務） 

第１４条 参与は、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。 

 

 

第４章 理事及び監事 

 

（理事及び監事） 

第１５条 協議会に、次のとおり理事及び監事を置く。 

(1) 理事 ３名以上１０名以内 

(2) 監事 １名以上２名以内 

２ 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

３ 理事のうち１名を理事長とし、理事会において選任する。 

 

（理事及び監事の職務） 

第１６条 理事は、理事会を構成し、この規約で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 監事は、会務及び会計を監査し、監査報告を作成する。 

 

（理事及び監事の任期） 

第１７条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時総会の終結の時までとする。 

２ 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者及び在任理事の任期の満了する時までとす

る。 

３ 補欠又は増員として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、前条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任（解

任及び資格の喪失を除く。）した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事と

しての権利義務を有する。 

 

（理事及び監事の解任） 

第１８条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

２ 前項の場合において、次のいずれかに該当するときは、当該理事又は監事にあらかじめ通知する

とともに、解任の決議を行う総会において、当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならな



 

い。 

(1) 心身故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき 

(2) 職務上義務違反その他理事及び監事としてふさわしくない行為があったと認められるとき 

 

 

第５章 総会 

 

（開催） 

第１９条 総会は、定時総会及び臨時総会の２種とする。 

２ 定時総会は、毎年１回開催し、臨時総会は必要がある場合に随時開催する。 

３ 総会を開催する暇がないとき、若しくは社会情勢により召集が困難と認めるとき、又は軽微な事

案の場合には、書面により総会を開催することができる。 

４ 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（召集） 

第２０条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

２ 総会員の議決権の１０分の１以上を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集

の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。 

 

（権限） 

第２１条 総会は、次の事項を決議する。 

(1) 会員の除名 

(2) 理事及び監事の選任又は解任 

(3) 規約の改正 

(4) 毎事業年度の事業計画及び予算の承認 

(5) 毎事業年度の事業報告及び決算の承認 

(6) 解散 

(7) 理事会において総会に付議した事項 

(8) その他この規約に定める事項 

 

（決議） 

第２２条 総会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、会員の過半数が出席し、出席し

た会員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行

う。 

(1) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 規約の改正 

(4) 解散 

３ 第１９条第３項の規定により書面により総会を開催した場合は、書面をもって意思を表示したも

のは出席者とみなす。 

 

 



 

第６章 理事会 

 

（開催） 

第２３条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき 

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に召集の請求が

あったとき 

(3) 前号の請求のあった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日を理事会の日

とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき 

(4) 監事が必要と認めて理事長に召集の請求があったとき 

(5) 前号の請求のあった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日を理事会の日

とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき 

２ 理事会を開催する暇がないとき、若しくは社会情勢により召集が困難と認めるとき、又は軽微な

事案の場合には、書面により理事会を開催することができる。 

３ 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（召集） 

第２４条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第１項第３号により理事が招集する場合及び

同項第５号により監事が招集する場合を除く。 

２ 理事長は、前条第１項第２号及び第４号に該当する場合は、その請求があった日から５日以内に、

その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければな

らない。 

 

（権限） 

第２５条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 

(2) 規則その他規程の制定、変更及び廃止に関する事項 

(3) 協議会の業務執行の決定 

(4) 理事の職務の執行の監督 

(5) 理事長の選任及び解職 

(6) 分科会の設置及び改廃並びに進捗管理に関する事項 

(7) 分野間連携の方策検討に関する事項 

(8) その他理事会で決議するものとしてこの規約で定められた事項 

２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 

(1) 重要な財産の処分及び譲受 

(2) 重要な使用人の選任及び解任 

 

（決議） 

第２６条 理事会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理

事の過半数が出席し、その過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところ

による。 

２ 第２３条第２項の規定により書面により理事会を開催した場合、書面をもって意思を表示したも

のは出席者とみなす。 



 

第７章 分科会 

 

（分科会） 

第２７条 分科会は、当該分科会の対象分野に関して必要な知識又は経験等を有する会員によって構

成する。 

２ 分科会のリーダーは、分科会を構成する会員の互選により選出する。 

３ 分科会は、分科会のリーダーが招集し主宰する。 

４ 分科会は、第３条の事業の執行に関して、当該分科会の対象分野における事業計画案を検討し、

理事会へ報告するものとする。 

５ リーダーは、分科会に必要に応じて外部有識者に出席を求めることができる。 

 

 

第８章 会計 

 

（事業年度） 

第２８条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（経費） 

第２９条 協議会の経費は、年会費、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 前項の負担金は、総会において事業の内容等を考慮し、応分の負担金額を決定する。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第３０条 協議会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに、理事会の決議を

経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業年度の開始日から定時総会開催日までの予算は、理事会の決

議により執行することができる。ただし、当該予算については、同項の収支予算に含め、定時総会

の承認を得るものとする。 

 

 

第９章 規約の変更、解散及び清算 

 

（規約の変更） 

第３１条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第３２条 協議会は、総会の決議により解散することができる。 

 

（残余財産の帰属等） 

第３３条 協議会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、つくば市に贈与す

るものとする。 

 

 



 

第１０章 事務局 

 

（事務局） 

第３４条 協議会の事務を処理するため、つくば市政策イノベーション部内に事務局を置く。 

２ 事務局は、原則としてつくば市の職員をもって構成する。 

３ 事務局は、事務局長、次長、次長補佐及び書記をもって構成し、会長が委嘱する。 

４ 事務局長は、会長が任免する。 

 

 

第１１章 その他 

 

（委任） 

第３５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別

に定める。 

 

    附 則（令和元年６月１７日制定） 

 

１ この規約は、令和元年６月２７日から施行する。 

 ２ 協議会の設立当初の監事の任期は、第９条第３項の規定にかかわらず、設立日から令和２年３

月３１日までとする。 

 ３ 協議会の設立当初の会計年度は、第１２条第３項の規定にかかわらず、設立日から令和２年３

月３１日までとする。 

 

    附 則（令和２年６月１７日改正） 

 

この規約は、令和２年６月１７日から施行する。

 

    附 則（令和３年２月１０日改正） 

 

この規約は、令和３年２月１０日から施行する 

 

   附 則（令和３年４月１日改正） 

 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年７月１５日改正） 

 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年７月１５日から施行する。ただし、第７条及び第１０条第１号の規定は、

令和５年４月１日から施行する。 

 （分科会に関する経過措置） 

２ この規約による改正前の規約第４条第３項の規定により設置された分科会は、この規約の施行

の日において、この規約による改正後の規約第４条第３項の規定により設置されたものとみなす。 

（理事長の職務の代行） 



 

３ 理事長が選任されるまでの間、第２３条第３項に規定する理事会の議長及び第２４条に規定す

る理事会の招集の職務は、会長が行うものとする。 

附 則（令和５年３月１６日改正） 

 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 


